
〈量の見込み〉
～ 2025（令和7）年度の推定未就園児（生後6か月 2歳）に、2024（令和6）年度の試行的事業における申込割合

（一番高い行政区の割合を適用）を乗じて算出したうえで、同事業における申込者の歳児割合で割り戻して算出。
 〈今後の方向性〉 
 利用者にそれぞれの希望に応じて本事業を利用していただくためには、利用できる施設や利用枠の選択肢が十分
確保されていることが望ましいと考えられる。また、現時点においては利用実績も堅調に伸びていることから、
当面は事業計画上の必要利用定員総数（量の見込み）を超える状況があっても、実施施設の認可・確認を行って
いくとともに、積極的な周知広報により本事業の利用勧奨に努めていく。 
 また、本事業が満３歳以上の児童を対象としていないことを踏まえ、幼稚園や保育園、認定こども園における既
存の満３歳以上児の受入枠を活用することにより、乳児等通園支援事業の利用から幼児教育・保育施設の利用へ
の円滑な移行を支援していく。  


